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株式等の振替に関する業務規程施行規則の一部改正について 

 

１ 株式等の振替に関する業務規程施行規則（平成 20 年 8 月 15 日通知）    （下線部分変更） 

新 旧 

別表１ 

１．株式の発行者の場合 

通知すべき場合 通知すべき者 通知すべき時期 

(略) (略) (略) 

(22)（１）から（21）

までの事由に基づ

き届け出た内容に

ついて変更が生じ

た場合 

（１）から（21）のそ

れぞれの届出をすべ

き会社 

左記の事実が発生し

たとき速やかに 

（23）その他機構が別

に定める場合 

振替株式を発行する

会社 

機構が別に定めると

き  

別表１ 

１．株式の発行者の場合 

通知すべき場合 通知すべき者 通知すべき時期 

(略) (略) (略) 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） （新設） 

（22）その他機構が別

に定める場合 

振替株式を発行する

会社 

機構が別に定めると

き  
２．新株予約権付社債の発行者の場合 

通知すべき場合 通知すべき者 通知すべき時期 

(略) (略) (略) 

(24)（１）から（23）

までの事由に基づ

き届け出た内容に

ついて変更が生じ

た場合 

（１）から（23）のそ

れぞれの届出をすべ

き会社 

左記の事実が発生し

たとき速やかに 

（25）その他機構が別

に定める場合 

振替新株予約権付社

債を発行する会社 

機構が別に定めると

き  

２．新株予約権付社債の発行者の場合 

通知すべき場合 通知すべき者 通知すべき時期 

(略) (略) (略) 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） （新設） 

（24）その他機構が別

に定める場合 

振替新株予約権付社

債を発行する会社 

機構が別に定めると

き  
３．新株予約権の発行者の場合 

通知すべき場合 通知すべき者 通知すべき時期 

(略) (略) (略) 

(16)（１）から（15）

までの事由に基づ

き届け出た内容に

ついて変更が生じ

た場合 

（１）から（15）のそ

れぞれの届出をすべ

き会社 

左記の事実が発生し

たとき速やかに 

（17）その他機構が別

に定める場合 

振替新株予約権を発

行する会社 

機構が別に定めると

き 

  

３．新株予約権の発行者の場合 

通知すべき場合 通知すべき者 通知すべき時期 

(略) (略) (略) 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） （新設） 

（16）その他機構が別

に定める場合 

振替新株予約権を発

行する会社 

機構が別に定めると

き 

  
４．投資口の発行者の場合 

通知すべき場合 通知すべき者 通知すべき時期 

(略) (略) (略) 

(11)（１）から（10） （１）から（10）のそ 左記の事実が発生し

４．投資口の発行者の場合 

通知すべき場合 通知すべき者 通知すべき時期 

(略) (略) (略) 

（新設） （新設） （新設） 
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までの事由に基づ

き届け出た内容に

ついて変更が生じ

た場合 

れぞれの届出をすべ

き投資法人 

たとき速やかに 

（12）その他機構が別

に定める場合 

振替投資口を発行す

る投資法人 

機構が別に定めると

き 

  

 

 

 

 

（11）その他機構が別

に定める場合 

 

振替投資口を発行す

る投資法人 

機構が別に定めると

き 

 
５．協同組織金融機関の優先出資の発行者の場合 

通知すべき場合 通知すべき者 通知すべき時期 

(略) (略) (略) 

(11)（１）から（10）

までの事由に基づ

き届け出た内容に

ついて変更が生じ

た場合 

（１）から（10）のそ

れぞれの届出をすべ

き投資法人 

左記の事実が発生し

たとき速やかに 

（12）その他機構が別

に定める場合 

振替優先出資を発行

する協同組織金融機

関 

機構が別に定めると

き 

 

５．協同組織金融機関の優先出資の発行者の場合 

通知すべき場合 通知すべき者 通知すべき時期 

(略) (略) (略) 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） （新設） 

（11）その他機構が別

に定める場合 

振替優先出資を発行

する協同組織金融機

関 

機構が別に定めると

き 

 
６．投資信託受益権の発行者の場合 

通知すべき場合 通知すべき者 通知すべき時期 

(略) (略) (略) 

(７)（１）から（６）

までの事由に基づ

き届け出た内容に

ついて変更が生じ

た場合 

振替投資信託受益権

の発行者 

左記の事実が発生し

たとき速やかに 

（８）その他機構が別

に定める場合 

振替投資信託受益権

の発行者 

機構が別に定めると

き 

（注） (略) 

６．投資信託受益権の発行者の場合 

通知すべき場合 通知すべき者 通知すべき時期 

(略) (略) (略) 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） （新設） 

（７）その他機構が別

に定める場合 

振替投資信託受益権

の発行者 

機構が別に定めると

き 

（注）(略) 

別表３ 

１ 統合Ｗｅｂ端末 （略） 

 

２ ファイル伝送 

（１）入力 

① 機構加入者からの入力 

データの種別 データ授受の

時間 

規程又は規則 備考 

(略) （略） （略） （略） 

加入者情報デ

ータ（新規登

録） 

午前３時から

午後５時まで 

ただし、特定日

は、午前３時か

ら午後４時ま

で 

規程第 31 条 規則第 18 条に

定める日まで

に入力 

加入者情報デ 午前３時から 規程第 32条 規則第 23 条に

別表３  

１ 統合Ｗｅｂ端末 （略） 

 

２ ファイル伝送 

（１）入力 

① 機構加入者からの入力 

データの種別 データ授受の

時間 

規程又は規則 備考 

(略) （略） （略） （略） 

加入者情報デ

ータ（新規登

録） 

 

 

 

午前３時から

午後４時まで 

規程第 31 条 規則第 18 条に

定める日まで

に入力 

加入者情報デ 午前３時から 規程第 32条 規則第 23 条に
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ータ（変更） 午後５時まで 

ただし、特定日

は、午前３時か

ら午後４時ま

で 

定める日まで

に入力 

加入者情報デ

ータ（削除） 

午前３時から

午後５時まで 

ただし、特定日

は、午前３時か

ら午後４時ま

で 

規則第 28 条 － 

加入者情報デ

ータ（加入者口

座コード変更

通知） 

午前３時から

午後５時まで 

ただし、特定日

は、午前３時か

ら午後４時ま

で 

規則第 27 条 － 

加入者情報確

認結果報告デ

ータ 

午前３時から

午後５時まで 

ただし、特定日

は、午前３時か

ら午後４時ま

で 

規則第 22 条 － 

担保株主加入

者情報照会デ

ータ 

午前３時から

午後８時まで 

－ － 

(略) （略） （略） （略）  

ータ（変更） 

 

 

 

 

午後４時まで 定める日まで

に入力 

加入者情報デ

ータ（削除） 

 

 

 

 

午前３時から

午後４時まで 

規則第 28 条 － 

加入者情報デ

ータ（加入者口

座コード変更

通知） 

 

 

午前３時から

午後４時まで 

規則第 27 条 － 

加入者情報確

認結果報告デ

ータ 

 

 

 

午前３時から

午後４時まで 

規則第 22 条 － 

（新設） 

 

 

（新設） （新設） （新設） 

(略) （略） （略） （略）  
② 発行者（株主名簿管理人、投資主名簿等管理人又

は優先出資者名簿管理人が選任されているときは

株主名簿管理人、投資主名簿等管理人又は優先出

資者名簿管理人）からの入力 

データの種別 データ授受の

時間 

規程又は規則 備考 

(略) （略） （略） （略） 

登録配当金振

込先口座変更

データ 

午前３時から

午後５時まで 

ただし、特定日

は、午前３時か

ら午後４時ま

で 

－ 登録配当金振

込先口座の変

更に関する事

項を通知 

(略) （略） （略） （略） 

外国人等更新

依頼データ 

午前３時から

午後５時まで 

ただし、特定日

は、午前３時か

ら午後４時ま

で 

規則第 190 条

第２項、同第

209 条第３項 

－ 

③ （略） 

② 発行者（株主名簿管理人、投資主名簿等管理人又

は優先出資者名簿管理人が選任されているときは

株主名簿管理人、投資主名簿等管理人又は優先出

資者名簿管理人）からの入力 

データの種別 データ授受の

時間 

規程又は規則 備考 

(略) （略） （略） （略） 

登録配当金振

込先口座変更

データ 

 

 

 

午前３時から

午後４時まで 

－ 登録配当金振

込先口座の変

更に関する事

項を通知 

(略) （略） （略） （略） 

外国人等更新

依頼データ 

 

 

 

 

午前３時から

午後４時まで 

規則第 190 条

第２項、同第

209 条第３項 

－ 

③ （略） 

（２）出力  

① 機構加入者への出力 

（２）出力 （略） 

① 機構加入者への出力 
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データの種別 データ授受の

時間 

規程又は規則 備考 

(略) （略） （略） （略） 

加入者口座情

報削除可能通

知データ 

午前３時から

午後８時まで 

－ 加入者情報の

削除の請求で

あって規則第

28 条第３項の

取扱いがされ

たものについ

て削除可能と

なった場合の

その旨の通知 

担保株主加入

者情報照会デ

ータ確認ファ

イル 

午前３時から午

後８時まで 

－ － 

担保株主加入

者情報通知 

午前３時から午

後８時まで 

－ － 

(略) （略） （略） （略） 

② ③ （略） 

データの種別 データ授受の

時間 

規程又は規則 備考 

(略) （略） （略） （略） 

加入者口座情

報削除可能通

知データ 

 

 

 

午前３時から

午後８時まで 

－ 加入者情報の

削除の請求で

あって規則第

28 条第３項の

取扱いがされ

たものについ

て削除可能と

なった場合の

その旨の通知 

（新設） 

 

 

 

（新設） （新設） （新設） 

（新設） 

 

（新設） （新設） （新設） 

(略) （略） （略） （略） 

② ③ （略） 

３ オンラインリアルタイム接続 （略） 

 

３ オンラインリアルタイム接続 （略） 

４ 加入者情報Ｗｅｂ端末 

（１）入力 

① 機構加入者からの入力 

データの種別 データ授受の

時間 

規程又は規則 備考 

加入者情報デ

ータ（新規登

録） 

午前８時 30 分

から午後５時

まで 

ただし、特定日

は、午前８時

30 分から午後

４時まで 

規程第 31 条 規則第 18 条に

定める日まで

に入力 

加入者情報デ

ータ（変更） 

午前８時 30 分

から午後５時

まで 

ただし、特定日

は、午前８時

30 分から午後

４時まで 

規程第 32 条 規則第 23 条に

定める日まで

に入力 

加入者情報デ

ータ（削除） 

午前８時 30 分

から午後５時

まで 

ただし、特定日

は、午前８時

30 分から午後

４時まで 

規則第 28 条 削除の請求を

する日に入力 

振替先口座照

会 

午前８時 30 分

から午後５時

まで 

ただし、特定日

規程第 56条 照会する日の

当日に入力 

４ 加入者情報Ｗｅｂ端末 

（１）入力 

① 機構加入者からの入力 

データの種別 データ授受の

時間 

規程又は規則 備考 

加入者情報登

録・変更 

午前８時 30 分

から午後４時

まで 

 

 

 

 

規程第 31 条、

同第 32 条 

規則第 18 条、

同第 23 条に定

める日までに

入力 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） （新設） （新設） 

加入者情報削

除 

 

 

 

 

 

午前８時 30 分

から午後４時

まで 

規則第 28 条 削除の請求を

する日に入力 

振替先口座照

会 

 

 

午前８時 30 分

から午後４時

まで 

規程第 56 条 照会する日の

当日に入力 
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は、午前８時

30 分から午後

４時まで 

個別株主報告

データ 

午前８時 30 分

から午後５時

まで 

ただし、特定日

は、午前８時

30 分から午後

４時まで 

規程第 154 条

第 16 項（同第

６章及び第７

章において読

み替えて準用

する場合を含

む。） 

報告期限日ま

でに入力 

振替口座簿記

録事項報告デ

ータ 

午前８時 30 分

から午後５時

まで 

ただし、特定日

は、午前８時

30 分から午後

４時まで 

規程第 157 条

第 10 項（同第

６章及び第７

章において読

み替えて準用

する場合を含

む。） 

報告期限日ま

でに入力 

対象加入者保

有株式数報告

データ 

午前８時 30 分

から午後５時

まで 

ただし、特定日

は、午前８時

30 分から午後

４時まで 

規程第 158 条

第５項 

規程第 158 条

第５項に定め

る日に入力 

② 発行者（株主名簿管理人、投資主名簿等管理人又

は優先出資者名簿管理人が選任されているときは

株主名簿管理人、投資主名簿等管理人又は優先出

資者名簿管理人）からの入力 

データの種別 データ授受の

時間 

規程又は規則 備考 

情報提供請求

（全部情報）デ

ータ 

午前８時 30 分

から午後５時

まで 

ただし、特定日

は、午前８時

30 分から午後

４時まで 

規程第 157 条

第１項（同第６

章及び第７章

において読み

替えて準用す

る 場 合 を 含

む。） 

請求をする日

に入力 

情報提供請求

（部分情報）デ

ータ 

午前８時 30 分

から午後４時

まで 

規程第 158 条

第１項（同第６

章及び第７章

において読み

替えて準用す

る 場 合 を 含

む。） 

請求をする日

に入力 

（２）出力 

① 機構加入者への出力 

データの種別 データ授受の時

間 

規程又は規則 備考 

加入者情報照

会 

午前８時 30分か

ら午後５時まで

ただし、特定日

は、午前８時 30

－ － 

 

 

 

個別株主報告

データ 

 

 

 

 

 

午前８時 30 分

から午後４時

まで 

規程第 154 条

第 16 項（同第

６章及び第７

章において読

み替えて準用

する場合を含

む。） 

報告期限日ま

でに入力 

振替口座簿記

録事項報告デ

ータ 

 

 

 

午前８時 30 分

から午後４時

まで 

規程第 157 条

第 10 項（同第

６章及び第７

章において読

み替えて準用

する場合を含

む。） 

報告期限日ま

でに入力 

対象加入者保

有株式数報告

データ 

 

 

 

 

午前８時 30 分

から午後４時

まで 

規程第 158 条

第５項 

規程第 158 条

第５項に定め

る日に入力 

② 発行者（株主名簿管理人、投資主名簿等管理人又

は優先出資者名簿管理人が選任されているときは

株主名簿管理人、投資主名簿等管理人又は優先出

資者名簿管理人）からの入力 

データの種別 データ授受の

時間 

規程又は規則 備考 

情報提供請求

（全部情報）デ

ータ 

 

 

 

 

午前８時 30 分

から午後４時

まで 

規程第 157 条

第１項（同第６

章及び第７章

において読み

替えて準用す

る 場 合 を 含

む。） 

請求をする日

に入力 

情報提供請求

（部分情報） 

 

 

 

 

 

午前８時 30 分

から午後４時

まで 

規程第 158 条

第１項（同第６

章及び第７章

において読み

替えて準用す

る 場 合 を 含

む。） 

請求をする日

に入力 

（２）出力 

① 機構加入者への出力 

データの種別 データ授受の

時間 

規程又は規則 備考 

加入者情報照

会 

 

 

午前８時 30 分

から午後４時

まで 

－ － 
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分から午後４時

まで 

振替先口座照

会 

午前８時 30分か

ら午後５時まで

ただし、特定日

は、午前８時 30

分から午後４時

まで 

規程第 56 条第

１項から第４

項まで及び第

６項 

－ 

被照会状況の

問合せ 

午前８時 30分か

ら午後５時まで

ただし、特定日

は、午前８時 30

分から午後４時

まで 

規程第 56 条第

７項 

－ 

配当金振込指

定取次ぎ履歴

照会 

午前８時 30分か

ら午後５時まで

ただし、特定日

は、午前８時 30

分から午後４時

まで 

－ － 

(略) （略） （略） （略） 

② 発行者（株主名簿管理人、投資主名簿等管理人又

は優先出資者名簿管理人が選任されているときは

株主名簿管理人、投資主名簿等管理人又は優先出

資者名簿管理人）への出力 

データの種別 データ授受の時

間 

規程又は規則 備考 

対象加入者保

有株式数通知

データ 

午前８時 30分か

ら午後５時まで

ただし、特定日

は、午前８時 30

分から午後４時

まで 

規程第 158 条

第７項 

－ 

 

 

 

振替先口座照

会 

 

 

 

 

午前８時 30 分

から午後４時

まで 

規程第 56 条第

１項から第４

項まで及び第

６項 

－ 

被照会状況の

問合せ 

 

 

 

 

午前８時 30 分

から午後４時

まで 

規程第 56 条第

７項 

－ 

配当金振込指

定取次ぎ履歴

照会 

 

 

 

午前８時 30 分

から午後４時

まで 

－ － 

(略) （略） （略） （略） 

② 発行者（株主名簿管理人、投資主名簿等管理人又

は優先出資者名簿管理人が選任されているときは

株主名簿管理人、投資主名簿等管理人又は優先出

資者名簿管理人）への出力 

データの種別 データ授受の

時間 

規程又は規則 備考 

対象加入者保

有株式数通知

データ 

 

 

 

午前８時 30 分

から午後４時

まで 

規程第 158 条

第７項 

－ 

 

５～６ （略） 

（注） 

この表において「特定日」とは、毎年１月、４月、

７月、10 月の第２営業日及び機構があらかじめ通

知する日をいう。 

５～６ （略） 

 

（新設） 

 

 

２ 附 則 

この改正規定は、平成 22 年４月 19 日から施行する。ただし、別表３中の２（１）①の担保株

主加入者情報照会データ、２（２）①担保株主加入者情報照会データ確認ファイル及び担保株主

加入者情報通知に係る部分の改正規定については、平成 22 年３月８日から施行する。 

 

以 上 


